
（一社）東北建築構造設計事務所協会 

ＦＡＳＡ認定プログラムＤＶＤ視聴についての報告 

 

報告書作成 ： ＴＳＡ事務局 佐藤秀一郎 

視 聴 日 時 ： 平成２９年６月２０日（火） 

場 所 ： エルパーク仙台特別会議室 

時 間 ： ＰＭ３：１５～４：４５ 

人 数 ： １５名 

 

 はじめに、ＴＳＡ協会 井戸川会長より、ＦＡＳＡ認定プログラムの発刊にあたり、必要

性、意義等についての説明がされた。 その後、ＦＡＳＡ認定プログラム（法務編）の   

ＤＶＤをＴＳＡ協会１５名にて視聴を行った。 

 本編は３部で構成されており、概ね各３０分となっている。 

第１部は「建築士の責任概論」であり、建築士の負う法的責任として、民事、刑事、行政

処分がある事などの説明がなされていた。 

第２部は、「裁判・調停以前における建築紛争」であり、具体例をもとに、構造設計者の

観点から説明が必要になる内容等について説明されていた。 

第３部は、「裁判における紛争」であり、紛争類型による分類、訴訟における専門家に期

待する事等が説明されていた。 

 

いずれも、実際に当事者となった場合 または、トラブルの回避の為、どのように考え、

行動するか等、建築事務所経営者等には大変重要な講習内容であったと考えます。 

今後とも、ＴＳＡ会員には、情報を共有し、周知して行く必要性を強く感じさせられた。 

 

 

 

 

 


